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地区連合町内会長 様 

自治会町内会長 様  

磯子区地域振興課長 

 
磯子区自治会町内会活動デジタル化アドバイザー派遣の募集について 

 

【申込期間  令和５年４月 17 日(月)～令和５年８月 25日（金）】 

※申込を受け付けた順に事業者選定・派遣を実施します。実施日程は実施事業者

と自治会町内会様で調整のうえ、実施していただきます。 

 

 

１ 趣旨  

自治会町内会及び地区連合町内会（以下、「自治会町内会等」という。）の活動の

デジタル化を支援するため、ＩＣＴの利活用に専門的な知識を有するアドバイザーを

自治会町内会等に派遣します。 

※ＩＣＴ：Information and Communication Technology（情報通信技術）の略称。   

インターネット等の情報技術を活用したサービス等を指します。 

 

２ 概要 

（１）申込対象 

   磯子区内の自治会町内会又は地区連合町内会、自治会町内会に所属する団体 

 

（２）募集内容 

   募集団体数：11団体 （※申込回数は、各団体１回限り） 

アドバイザー派遣を希望される場合は、派遣申込書をご提出ください。 

※ 派遣日及び派遣場所は、自治会町内会等の希望する日程及び場所となりま

す。派遣日程は、申込後のアドバイザーとの調整の結果決定します。 

会場の確保は、自治会町内会等で行っていただきますようお願いします。

なお、有料の会場への派遣を希望する場合、会場使用料は自治会町内会等

の負担となります。 

 

（３）実施内容 

  ア 派遣時期：令和５年５月～令和６年３月中旬の間でアドバイザーと調整して 

決定した日程（最大６か月）※夜間、土日祝も可能 

  イ 派遣回数：事前ヒアリング※を含め、２回～４回 

    ※事前ヒアリング：アドバイザーが、自治会町内会等に伺い、ご相談内容を 
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詳しくお聞きします。その際、派遣日程と派遣回数の打合せを行います。 

ウ 派遣時間：１回あたり１時間～２時間程度 

エ 派遣アドバイザー 

ＩＣＴに精通した事業者またはボランティアを派遣します（相談内容に応じ 

たアドバイザーを派遣します）。 

オ  派遣予定内容 

・紙資料のエクセル化・PDF 化 

・PCやスマートフォンの基本的な使い方のサポート 

・自治会町内会ＨＰやＳＮＳページ（Facebook等）の制作 

・LINEグループの活用や LINE 公式アカウントの作成 

・自治会町内会でのデータ共有の方法(クラウド、グループウェア) 

・オンライン会議の自治会活動への活用方法 等 

 

【アドバイザー派遣のイメージ】 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

※アドバイザーへの派遣内容に係る相談可能な期間について 

派遣日の前後一週間は、派遣内容についてアドバイザーへの相談が可能です。 

（日程調整等の単なる事務連絡については、上記以外の期間でも可能です） 

 

 （４）申込について 

   アドバイザー派遣を希望する自治会町内会等は、下記のとおりお申し込みくだ

さい。    

※派遣申込書には、希望する内容をできるだけ具体的にご記入ください。 

ご記入いただいた内容をもとにアドバイザーを選定します。 

※アドバイザー派遣の参加人数の上限はありませんが、開催希望場所の収容人

数をご確認の上、お申し込みください。 

【申込期間  令和５年４月 17 日(月)～令和５年８月 25 日（金）】 

 

派遣内容の相談 

 

派遣内容の相談 

派遣一週間前 派遣一週間後 

事前ヒアリング 

派

遣 

派遣期間（２回～４回派遣・最大６か月） 
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・申込方法  派遣申込書を電子メール・FAX・持参・郵送（いずれでも可）で 

      ご提出ください。また、電子申請システムでも申し込み可能です。 

・申込・問合せ先 

〒235-0016 磯子区磯子３-５-１ 磯子区役所６階 

地域振興課地域活動係  金澤・中谷 宛 

電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 

電子メール：is-chishin@city.yokohama.jp 

（派遣申込書等の様式については、磯子区の下記ＨＰに掲載しています。） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jic

hichou/ict.html 

★ 申込については、電子申請システムでも手続きが可能です。 

下記 URL又はバーコードよりアクセスしてください。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/app

ly/38345e91-d4e4-40ea-916b-0493d42c38b0/start 

 

 

 

 

 

 

（５）派遣までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会町内会等 

区役所 

アドバイザー 

②申込情報を提供 

①区に派遣申込書を提出 

（４月 17日～８月 25日） 

 区からの申込結果の連絡 

③自治会町内会等のご担当者と

アドバイザーにより、開催時期・

内容などを調整後、随時実施 

（～令和６年３月） 

 

 

mailto:is-chishin@city.yokohama.jp
https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichichou/ict.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichichou/ict.html
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/38345e91-d4e4-40ea-916b-0493d42c38b0/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/38345e91-d4e4-40ea-916b-0493d42c38b0/start
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（６）その他、アドバイザー派遣にあたってのお願い 

 通信端末やインターネット設備、その他必要な物品等を使用して行う場合、原則、

アドバイザーが用意します。ただし、アドバイザーから派遣場所の設備や備品等

を使用したい旨の申し出がある場合がありますので、その際は可能な限りご対応

いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        問合せ先 

磯子区地域振興課 金澤・中谷 

電話：７５０―２３９１ 

FAX: ７５０－２５３４ 

E-mail:is-chishin@city.yokohama.jp 

 

 


